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免許番号 内共第四十三号 

漁業権者 
高山市丹生川町坊方2030番1 

丹生川漁業協同組合 

 

漁業の名称 
あゆ漁業、やまめ漁業、にじます漁業、いわな漁業、おいかわ漁業、うぐい漁業 

関係地区 高山市（平成十七年一月三十一日における大野郡丹生川村の区域に限る。） 
 

行使制限統数 ・やな 1統  
 

漁場の位置及び区域  
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